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平成22年1月26日

都道府県医師会

介護保険担当理事　殿

日本医師会常任理事

　三　上　裕　司

「介護保険制度下での訪問介護等に係る医療費控除の取扱いについて」

　　　　　　　　　　　　の送付について

　拝啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　平素は介護保険制度運営に関し、格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、介護保険サービスの対価に係る医療費控除の取扱いにつきましては、　「介護保

険制度下での訪問介護等に係る医療費控除の取扱いについて」（平成18年12月1目付事務

連絡）で示されておりますとおり、訪問介護等の福祉系居宅サービスについては、医療系

サービスと併せて利用する場合にのみ控除の対象となっているところでございます。

　その中でも特に、生活援助が中心である場合の訪問介護を利用した際と、身体介護が

中心である場合の訪問介護につきましては、医療費控除の取扱いが異なり、その解釈が

複雑であることから、今般、厚生労働省より、それらに係るQ＆Aが事務連絡として発出

されました。

　つきましては、貴会におかれましても本内容をご了知いただき、宜しくお取り計らい

下さいますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

記

（別添資料）

・介護保険制度下での訪問介護等に係る医療費控除の取扱いについて

　（平22．1．21厚生労働省老健局総務課事務連絡）

以上



事　　務　　連　　絡

平成22年1月21日

都道府県介護保険担当部（局）担当者　様

厚生労働省老健局総務課

介護保険制度下での訪問介護等に係る医療費控除の取扱いについて

　標記の取扱いについては、r介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る

医療費控除の取扱いについて』（平成18年12月1日付事務連絡》でお示しし

ているところですが、今般、国税庁と協議の上、別添Q＆Aのとおり取扱いを

整理しましたので、ご参照ください。

　各都道府県におかれましては、管内市町村及び介護保険事業所等に対しまし

て、周知方よろしくお願いします。

（照会先）

厚生労働省老健局総務課

企画法令係

TEL　O3（5253）1111（内線3909）



國
（問）　1回の訪問介護において、身体介護と生活援助を組み合わせて算定す

　　る場合の医療費控除は、どのように取扱うか。

（答）　訪問介護に係る自己負担額の医療費控除の取扱いについては、居宅サ

　　ービス計画に訪問看護等の医療系サービスが位置付けられ、医療系サー

　　ビスと併せて訪問介護を利用した場合に、訪問介護に係る自己負担額が

　　医療費控除の対象となるとされているところです。ただし、指定居宅サ

　　ービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第19

　　号）別表指定居宅サービス介護給付費単位数表1　訪問介護費目が算定

　　される場合（生活援助が中心である場合（以下r生活援助中心型』とい

　　う。））を除くこととされています。

　　　1回の訪問介護において、指定居宅サービスに要する費用の額の算定

　　に関する基準（平成12年厚生省告示第19号）別表指定居宅サービス介

　　護給付費単位数表1　訪問介護費イ（身体介護が中心である場合）に生

　　活援助加算を加算して算定する場合は、1回の訪問介護に係る自己負担’

　　額が医療費控除の対象となります。

（問）　訪問介護における初回加算に係る自己負担額は、医療費控除の対象と

　　なるか。

（答）　訪問介護における初回加算に係る自己負担額については、初回加算が

　　算定される月又はその翌月以降において、居宅サービス計画に位置付け

　　られている医療系サービスと併せて訪問介護を利用し、生活援助中心型

　　以外の訪問介護費が算定された場合に、医療費控除の対象となります。

　　　初回加算が算定される月において、生活援助中心型の訪問介護費のみ

　　算定され、その翌月以降のいずれかの時点で、居宅サービス計画に位置

　　付けられている医療系サービスと併せて訪問介護を利用し、生活援助中

　　心型以外の訪問介護費が算定された場合は、初回加算が算定された月に

　　遡及して、初回加算に係る自己負担額が医療費控除の対象となります。

　　　遡及して初回加算が医療費控除の対象となった場合の領収証の取扱い

　　については、初回加算が算定された月の領収証の差し替えを行う必要が

　　あります。



（問）　介護予防訪問介護の医療費控除の取扱い如何。

（答）　介護予防訪問介護に係る自己負担額は、r介護保険制度下での居宅サー

　　ビス等の対価に係る医療費控除の取扱いについて』（平成18年12月1

　　日付事務連絡）のとおり、医療費控除の対象となります。

　　　また、介護予防訪問介護における初回加算に係る自己負担額について

　　も、初回加算が算定される月又はその翌月以降のいずれかの時点で、介

　　護予防サービス計画に位置付けられている医療系サービスと併せて介護

　　予防訪問介護を利用し、介護予防訪問介護費が算定された場合に、医療

　　費控除の対象となります。

　　　遡及して初回加算が医療費控除の対象となった場合の領収書の取扱い

　　については、訪問介護と同様、初回加算が算定された月の領収書の差し

　　替えを行う必要があります。


